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参考資料３ 

 

参照条文（抜粋) 

 

○独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号） 

（中長期目標） 

第三十五条の四 主務大臣は、五年以上七年以下の期間において国立研究開発法人が達成すべき業務運営

に関する目標（以下「中長期目標」という。）を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、

公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

２ 中長期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。 

一 中長期目標の期間（前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。） 

二 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

三 業務運営の効率化に関する事項 

四 財務内容の改善に関する事項 

五 その他業務運営に関する重要事項 

３ 主務大臣は、中長期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を 

聴かなければならない。 

４ 主務大臣は、前項の規定により中長期目標に係る意見を聴こうとするときは、研究開発の事務及び事

業（軽微なものとして政令で定めるものを除く。第三十五条の六第六項及び第三十五条の七第二項にお

いて同じ。）に関する事項について、あらかじめ、審議会等（内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）

第三十七条若しくは第五十四条又は国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条に規定する

機関をいう。）で政令で定めるもの（以下「研究開発に関する審議会」という。）の意見を聴かなければ

ならない。 

５～６ 略 

 

（財務大臣との協議） 

第六十七条 主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 

一 略 

二 第三十五条の四第一項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき。 

三 ～ 七 略 
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○独立行政法人の目標の策定に関する指針（総務大臣決定） 

 

Ⅲ 国立研究開発法人の目標について 

５ 通則法第 35 条の４第２項第２号「研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項」

における目標の立て方について 

⑤ 「評価軸」の設定 

主務大臣は、各国立研究開発法人の役割（ミッション）、それぞれの目標に応じ、国立研究開発法人、

研究開発に関する審議会の意見等を踏まえ、目標策定時に適切な評価軸を設定し、法人に提示する。 

 

⑥ 評価軸と関連する指標等の設定について 

上記⑤のとおり、評価軸を基本として評価する際は、定性的な観点、定量的な観点の双方を適切に勘案

して評価することが重要である。 

評価軸と関連する指標等として、次のⅰからⅲまでを十分踏まえつつ、法人の取組状況並びにアウトプ

ット及びアウトカムに着目した指標等を設定する。 

ⅰ 指標等の設定に当たっては、定量的水準・観点を十分考慮する。 

ⅱ ただし、定量的な指標となり得る論文発表数、論文被引用度、特許出願件数等については、必ずしも

これらがアウトカムに直結するとは限らない場合があるほか、法人としてこれらの数値を上げること自体

が安易に目的化することは必ずしも適当ではない場合がある。 

また、これらの指標を評価・評定の基準として取り扱う指標（評価指標）として設定することにより、

近視眼的、断片的な研究開発を助長するおそれも考えられる。 

ⅲ このため、主務大臣は、指標を設定する場合には、研究開発の現場への影響等についても十分考慮し、

評価・評定の基準として取り扱う指標（評価指標）と、正確な事実を把握し適正・厳正な評価に資するた

めに必要な指標（モニタリング指標）とを適切に分け、当該指標がどちらなのかを明示する。前者の例と

しては開発目標に係る技術仕様、後者の例としてはハイリスク・ハイリターンな挑戦的な目標に係る論文

発表数や共同研究件数等が考えられる。 

 

⑦ 重要度及び困難度について 

国立研究開発法人の研究開発に係る事務及び事業は、分野、段階、手法、目的、形態等が多種多様であ

るため、相対的な重要度等を判断することは一般的には困難な場合が多いことや、科学技術の進展や社会

経済情勢の変化に応じて重要度等も常に変化するものであること等も踏まえ、重要度等の設定を行う場合

は、有識者等（研究開発に関する審議会等）の意見を聴き、重要度等を設定した理由を明確に記載するな

ど、適時適切な形で行う。理由を記載する際には、上記２の（２）の「政策体系における法人の位置付け

及び役割（ミッション）」の章において記載する当該法人の使命、現状・直面する課題の分析及び当該法

人を取り巻く環境の変化の分析との関係を明らかにする。 

その際、上記の分析に基づいて特定の目標の重要度等を高いとする以上は、当該法人の目標の中での優

先順位付けが当然にあるものと考えられる。また、各々の事項に関して定める目標がトレードオフの関係

となる場合もあり得る。こうしたことを踏まえて、安易に全ての目標を重要度等が高いとすることは厳に

慎むべきである。 
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Ⅴ その他留意すべき事項について 

４ 目標策定等のスケジュールについて 

主務大臣は、当該法人の業務実績評価及び業務全体の見直しを適切に反映させた上で、あらかじめ独立

行政法人評価制度委員会のチェックを受けた目標を策定しなければならない。 

このため、具体的には、以下のようなスケジュールに従うものとする。 

（１）新中（長）期目標案の策定（中期目標管理法人、国立研究開発法人） 

１月上旬を目途に策定、独立行政法人評価制度委員会に通知。同委員会のチェックを受ける。 

（２）新中（長）期目標（中期目標管理法人、国立研究開発法人）及び年度目標（行政執行法人）の策定 

２月下旬を目途に決定し、当該法人に指示する。 

（３）新中（長）期計画（案）（中期目標管理法人、国立研究開発法人）及び事業計画（案）（行政執行法

人）の策定、認可主務大臣から指示された目標に沿って策定し、３月末までに主務大臣の認可を得る。 

なお、中期目標管理法人及び国立研究開発法人の目標の変更については、上記に準じ、変更する期日の

２～３か月前に策定、独立行政法人評価制度委員会に通知し、同委員会のチェックを受ける等とする。行

政執行法人の目標の変更についても上記に準じて策定する。 
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○農林水産省国立研究開発法人審議会令（平成 27 年４月 10 日政令第 195 号） 

 

（組織） 

第一条  農林水産省の国立研究開発法人審議会（以下「審議会」という。）は、委員八人以内で組織す

る。 

２ 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 

３ 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 

 

（部会） 

第五条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２  部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。 

３  部会に部会長を置き、当該部会に属する委員（外国人である委員を除く。）のうちから、当該部会に

属する委員が選挙する。 

４  部会長は、当該部会の事務を掌理する。 

５ 略 

６ 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

 

（議事） 

第六条 審議会は、会議を開き、議決する場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 

一 略 

二  委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席すること。 

２ 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同

数のときは、会長の決するところによる。 

３  前二項の規定は、部会の議事に準用する。 
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○農林水産省国立研究開発法人審議会議事規則（平成二十七年政令第百九十五号） 

 

第二条  会議は、会長が招集する。 

第三条  会長は、審議会の会議の議長となり、議事を運営する。 

第六条  会長は、適当と認められる者に対して、会議への出席を求め、その説明又は意見の陳述を求め

ることができる。 

第十条  第二条から前条までの規定は、部会に準用する。この場合において、これらの規定中「会長」

とあるのは「部会長」と、「審議会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。 

 

○農林水産省国立研究開発法人審議会における部会の設置について（平成 27 年５月 22 日決定） 

第一条  国立研究開発法人審議会（以下「審議会」という。）に、次の表の左欄に掲げる部会を置き、こ

れらの部会の所掌事務は、独立行政法人通則法第三十五条の四、第三十五条の六及び第三十五条

の七の規定により審議会の権限に属させられた事項のうち、それぞれ同表の右欄に掲げる国立研

究開発法人に係るものを処理することとする。 

 

名 称 所 掌 事 務 

農業部会 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発 

法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人土木研究所 

林野部会 国立研究開発法人森林研究・整備機構 

水産部会 国立研究開発法人水産研究・教育機構 

 

第二条 部会の議決は、審議会の議決とみなす。ただし、部会の議決に関し他の部会との調整を要すると

きは、この限りではない。 

 


